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は
じ
め
に

　

日
本
文
学
史
お
よ
び
和
歌
文
学
史
に
お
い
て
、
南
北
朝
か
ら
江
戸
時
代
初
期
は
、
女
性
作
家
の
活
動
が
き
わ
め
て
乏
し
い
時
代
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
後
藤
祥
子
他
『
は
じ
め
て
学
ぶ
日
本
女
性
文
学
史
【
古
典
編
】
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
第
3
章
「
中
世
の
女

性
文
学
」
（
担
当
執
筆
・
岩
佐
美
代
子
）
に
は
、
「
当
代
、
「
女
性
文
学
」
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
初
期
、

一
七
〇
年
程
の
間
の
作
品
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
以
後
は
（
略
）
こ
れ
ぞ
女
性
な
ら
で
は
の
文
学
、
と
言
え
る
よ
う
な
作
品
は
影
を
ひ
そ
め

て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
市
古
夏
生
・
菅
聡
子
編
『
日
本
女
性
文
学
大
事
典
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
六
年
）
「
日

本
女
性
文
学
年
表
」
に
お
い
て
も
、
室
町
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
演
能
・
歌
舞
伎
踊
り
な
ど
芸
能

の
分
野
が
ほ
と
ん
ど
と
な
る
。
上
代
よ
り
連
綿
と
続
い
て
き
た
宮
廷
女
性
に
よ
る
文
学
活
動
は
、
室
町
時
代
後
半
か
ら
江
戸
時
代
初
期
ま
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で
、
途
絶
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
井
上
宗
雄

）
1
（

が
「
旧
勢
力
の
衰
退
と
さ
ら
に
女
性
の
地
位
低
下
と
い
う
社
会
的
現
象
と
が

女
流
文
芸
を
豊
か
に
実
ら
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
背
景
お
よ
び
理
由
に
は
、
宮
廷
勢
力
の
低
下
と
、
中
世

後
期
に
婿
入
り
婚
へ
と
結
婚
形
態
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
る
女
性
の
地
位
低
下
が
あ
っ
た
。

　

特
に
和
歌
に
お
け
る
女
性
歌
人
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
、
長
澤
美
津
『
女
人
和
歌
大
系 

第
四
巻
』
（
風
間
書
房
、
一
九
七
二
年
）
第
三

篇
「
女
性
歌
の
断
層
」
序
説
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

勅
撰
和
歌
集
が
あ
と
を
絶
っ
た
こ
と
は
、
和
歌
が
大
き
な
転
換
期
に
は
い
っ
た
の
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
和
歌
を
区
分
す
る
と
き
、

こ
こ
で
一
線
を
引
く
こ
と
が
出
来
る
。

　

一
線
を
引
く
の
に
種
々
の
見
方
は
あ
る
が
、
著
し
い
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
に
、
女
性
歌
が
断
層
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

勅
撰
和
歌
集
が
打
ち
止
め
に
な
っ
た
の
は
内
容
的
に
異
質
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
が
、
女
性
歌
の
断
層
は
も
っ
と
現
実
的
な
変
化
と

し
て
扱
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　

長
澤
が
作
成
し
た
年
表
に
も
、
『
嘉
喜
門
院
御
集
』
（
一
三
七
七
年
以
後
成
立
、
嘉
喜
門
院
は
南
朝
・
後
村
上
天
皇
女
御
）
か
ら
京
極
伊

知
子
『
涙
草
』
（
一
六
五
〇
年
成
立
、
京
極
伊
知
子
は
若
狭
国
小
浜
藩
主
・
京
極
忠
高
女
）
ま
で
の
間
、
女
性
に
よ
る
和
歌
作
品
は
挙
げ
ら

れ
て
い
な
い

）
2
（

。

　

筆
者
も
前
稿

）
3
（

に
お
い
て
、
室
町
時
代
後
期
に
女
性
歌
人
の
活
動
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
さ
ら
に
は
詠
草
が
残
さ
れ
な
く
な
る
理
由
と
し

て
、
勅
撰
和
歌
集
撰
集
事
業
が
絶
え
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。
長
澤
の
指
摘
に
付
言
す
る
と
、
詳
細
に
見
れ
ば
、
女
性
和
歌

の
断
層
が
明
瞭
に
表
れ
る
の
は
、
最
後
の
勅
撰
和
歌
集
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
が
編
ま
れ
た
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
よ
り
一
世
紀
後
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の
十
六
世
紀
前
半
の
こ
と
だ
。
前
掲
『
日
本
女
性
文
学
大
事
典
』
「
日
本
女
性
文
学
年
表
」
で
は
、
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
撰
集
以
後
も
、

文
明
期
ま
で
は
和
歌
に
関
す
る
事
項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
永
正
十
七
年
（
一
五
二
〇
）
の
項
に
「
三
条
西
実
隆
、
千
葉
介
守
胤

妻
な
ど
し
ば
し
ば
武
士
の
妻
の
歌
を
合
点
」
と
あ
る
の
を
最
後
に
、
女
性
と
和
歌
の
関
わ
り
を
示
す
事
項
は
、
一
六
〇
〇
年
代
後
半
ま
で

挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

つ
ま
り
、
最
後
の
勅
撰
和
歌
集
『
新
続
古
今
集
』
成
立
の
後
も
、
後
柏
原
天
皇
御
世
の
前
半
ま
で
は
女
性
歌
人
に
よ
る
詠
歌
活
動
が
見

い
だ
せ
る
の
だ
。
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
に
足
利
義
尚
に
よ
る
撰
集
『
撰
藻
鈔
』
が
企
画
さ
れ
、
こ
の
時
に
は
女
性
歌
人
に
よ
る
詠

草
も
蒐
集
さ
れ
た
。
ま
た
『
撰
藻
鈔
』
が
企
画
さ
れ
た
文
明
当
時
は
、
月
次
禁
裏
和
歌
・
着
到
和
歌
・
歌
合
と
い
っ
た
、
禁
裏
で
催
さ
れ

た
和
歌
行
事
に
、
女
性
歌
人
が
出
詠
し
て
い
た
。
前
稿
に
お
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
女
性
歌
人
退
潮
の
時
代
に
あ
っ
て
、
後
土
御
門

天
皇
時
代
は
女
性
歌
人
の
活
動
が
比
較
的
盛
ん
な
時
代
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
後
土
御
門
天
皇
の
息
子
・
後
柏
原
天
皇
の
時
代
に
な
る
と
、
女
性
歌
人
の
退
潮
は
著
し
く
な
る
。
一
五
一
〇
年
を
最
後
に
、

禁
裏
月
次
和
歌
に
女
性
歌
人
が
出
詠
す
る
こ
と
は
中
断
し
、
再
開
す
る
の
は
一
七
三
二
年
に
至
っ
て
か
ら
だ

）
4
（

。
そ
の
間
、
約
二
〇
〇
年
の

後
宮
女
性
た
ち
の
和
歌
事
蹟
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　

後
土
御
門
天
皇
時
代
は
、
足
利
義
尚
が
『
撰
藻
鈔
』
を
企
画
し
た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
だ
勅
撰
和
歌
集
撰
集
へ
の
期
待
・

希
望
が
残
っ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
。
し
か
し
後
柏
原
天
皇
時
代
に
な
る
と
、
勅
撰
和
歌
集
編
纂
の
歴
史
が
絶
え
た
と
い
う
意
識
が
生
じ
る

）
5
（

。

長
澤
が
指
摘
し
た
、
勅
撰
和
歌
集
終
焉
に
よ
る
女
性
和
歌
の
断
絶
は
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
明
確
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
後
柏
原
天
皇
時
代
ま
た
は
そ
れ
以
後
の
、
女
性
歌
人
に
よ
る
詠
草
・
家
集
は
、
二
種
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

一
つ
は
、
神
宮
文
庫
蔵
『
添
削
和
歌
集
』
所
収
「
二
楽
軒
宋
世
女
自
筆
詠
草
／
三
十
首
」
で
あ
る
。
二
楽
軒
宋
世
す
な
わ
ち
飛
鳥
井
雅

康
の
生
没
年
は
一
四
三
六
～
一
五
〇
九
年
で
、
宋
世
女
の
夫
・
万
里
小
路
春
房
は
一
四
四
九
～
一
五
〇
九
年
で
あ
る
。
春
房
と
お
お
よ
そ
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同
世
代
で
あ
る
と
す
る
と
、
宋
世
女
は
後
土
御
門
天
皇
御
世
（
在
位
一
四
六
四
～
一
五
〇
〇
年
）
か
ら
後
柏
原
天
皇
御
世
（
在
位

一
五
〇
〇
～
一
五
二
六
年
）
に
か
け
て
活
動
し
た
人
物
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
「
宋
世
女
三
十
首
」
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
井
上
宗
雄

）
6
（

は
、

三
条
西
公
条
の
批
点
・
評
語
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
永
正
末
ま
た
は
大
永
以
降
の
成
立
か
と
推
定
し
て
い
る
。
父
・
飛
鳥
井
雅
康

は
、
兄
の
飛
鳥
井
雅
親
の
猶
子
と
な
っ
て
飛
鳥
井
家
を
継
い
だ
が
、
後
に
、
雅
親
の
嫡
男
・
雅
俊
を
猶
子
に
迎
え
、
雅
俊
に
家
督
を
譲
っ

た
。
二
条
家
が
断
絶
し
た
後
、
宮
廷
の
歌
道
家
は
飛
鳥
井
家
と
冷
泉
家
だ
っ
た
。
宋
世
女
は
、
歌
道
家
の
女
性
と
し
て
詠
草
を
残
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
『
私
家
集
大
成
』
『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
も
収
載
さ
れ
る
『
キ
ヤ
ウ
内
侍
集
』
で
あ
る
。
「
キ
ヤ
ウ
内
侍
」
す
な
わ
ち
卿

内
侍
と
は
、
後
柏
原
天
皇
時
代
に
内
侍
を
、
後
奈
良
天
皇
時
代
に
勾
当
内
侍
を
つ
と
め
た
姉
小
路
基
綱
女
・
済
子
の
こ
と
だ
。
一
四
八
三

年
生
ま
れ
で
一
五
四
三
年
に
没
し
て
お
り
、
宋
世
女
よ
り
お
よ
そ
一
世
代
若
い
世
代
の
歌
人
で
あ
る
。

　

宋
世
女
は
、
後
宮
に
出
仕
は
し
て
お
ら
ず
、
当
時
の
禁
裏
に
お
け
る
和
歌
行
事
へ
の
参
加
も
確
認
で
き
な
い
。
一
方
の
卿
内
侍
は
、
後

柏
原
天
皇
禁
裏
に
お
い
て
、
内
侍
と
い
う
地
位
に
あ
っ
た
人
物
だ
。
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
四
年
）
で
立

項
さ
れ
て
い
る
室
町
時
代
の
女
性
歌
人
は
数
少
な
い
が
、
為
定
女
・
春
芳
院
（
下
冷
泉
持
為
女
）
と
と
も
に
、
卿
内
侍
も
立
項
さ
れ
て
い

る
。
二
〇
〇
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
室
町
和
歌
へ
の
招
待
』
（
笠
間
書
院
、
林
達
也
・
廣
木
一
人
・
鈴
木
健
一
著
）
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
女

性
歌
人
は
、
卿
内
侍
だ
け
だ
。

　

宮
廷
か
ら
離
れ
た
場
所
で
詠
歌
活
動
を
行
っ
て
い
た
宋
世
女
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
。
小
稿
で
は
、
女
性
歌
人
が
禁

裏
の
和
歌
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
時
代
の
宮
廷
に
お
い
て
、
た
だ
独
り
歌
人
と
し
て
名
を
残
す
卿
内
侍
に
つ
い
て
、
そ
の

歌
人
と
し
て
の
事
蹟
を
確
認
し
、
当
時
の
後
宮
女
官
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
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一
、
歌
人
と
し
て
の
事
蹟

　

ま
ず
、
前
掲
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
「
卿
内
侍
」
項
目
（
執
筆
担
当
・
宮
川
葉
子
）
を
掲
出
す
る
。

姉
小
路
基
綱
女
済
子
。
文
明
一
五1483

年
～
天
文
一
二1543

年
、
六
一
歳
。
文
亀
元1501

年
六
月
、
内
々
に
参
入
し
勧
修
寺
藤

子
（
後
柏
原
院
后
妃
・
後
奈
良
院
生
母
）
の
局
に
寄
宿
し
、
同
年
一
〇
月
に
後
柏
原
院
に
新
参
し
新
内
侍
と
呼
ば
れ
た
。
時
に
一
九

歳
。
永
正
五1508

年
、
三
条
西
実
隆
の
言
上
で
、
内
侍
の
祖
、
師
綱
と
師
平
が
宮
内
卿
で
あ
っ
た
の
を
も
っ
て
、
宮
内
卿
内
侍
、
略

し
て
卿
内
侍
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
（
中
略
）
大
永
七1527

年
九
月
後
奈
良
院
の
勾
当
内
侍
に
就
任
。
天
文
一
二
年
正
月
、
病

に
よ
る
辞
任
に
あ
た
り
多
年
の
功
労
が
賞
さ
れ
典
侍
に
任
ぜ
ら
れ
新
典
侍
と
号
し
た
。
室
町
後
期
の
数
少
な
い
女
流
歌
人
で
、
『
卿
内

侍
集
』
は
そ
の
家
集
の
可
能
性
が
あ
る
。

　
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
に
は
、
後
土
御
門
天
皇
期
の
代
表
的
女
性
歌
人
だ
っ
た
旧
院
上
臈
・
三
条
冬
子
や
勾
当
内
侍
・
四
辻
春
子
、
さ
ら

に
は
日
野
富
子
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
室
町
時
代
後
～
末
期
の
女
性
歌
人
と
し
て
卿
内
侍
が
立
項
さ
れ
て
い
る
の
は
、

『
卿
内
侍
集
』
と
い
う
家
集
の
存
在
が
理
由
と
し
て
大
き
い
と
推
測
さ
れ
る
。

　
『
卿
内
侍
集
』
は
、
陽
明
文
庫
に
写
本
で
孤
本
が
伝
わ
る
歌
集
で
あ
る
。
濱
口
博
章
・
井
上
宗
雄
の
報
告
・
検
討

）
7
（

を
経
て
、
私
家
集
大
成

に
収
め
ら
れ
た
。
私
家
集
大
成
の
『
卿
内
侍
集
』
解
題
を
掲
出
す
る
。
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

　
『
私
家
集
大
成　

七
巻
』
4
「
キ
ヤ
ウ
内
侍
」
解
題
（
担
当
執
筆
・
濱
口
博
章
・
名
和
修
）
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本
集
の
伝
本
は
陽
明
文
庫
蔵
（
二
四
三
・
一
八
）
の
一
本
が
知
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
底
本
の
陽
明
文
庫
本
は
二
六
・
三
㎝

×
一
九
・
六
㎝
の
袋
綴
。
表
紙
、
本
文
用
紙
と
も
に
同
質
の
楮
紙
。
墨
付
七
丁
、
一
面
一
二
行
、
題
詞
を
頭
部
に
、
歌
は
そ
の
下
に

二
行
書
き
。
室
町
後
期
の
書
写
。
外
題
を
「
キ
ヤ
ウ
内
侍
ノ
歌
歟
」
と
し
、
（
中
略
）
巻
首
の
部
分
を
欠
く
よ
う
で
、
現
存
す
る
歌
は

七
〇
首
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
を
保
つ
の
は
三
〇
首
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
。
部
立
も
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
備
忘
録
程
度
の
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

キ
ヤ
ウ
内
侍
は
卿
内
侍
（
済
子
）
で
、
父
は
姉
小
路
基
綱
、
文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）
生
。
（
下
略
）

　

表
紙
に
「
キ
ヤ
ウ
内
侍
ノ
歌
歟
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
卿
内
侍
の
家
集
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
『
卿
内
侍
集
』
と
呼
ば
れ
て
き

た
家
集
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
歌
集
が
卿
内
侍
の
家
集
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
が
残
る
。
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
「
卿
内
侍
集
」
（
項
目

執
筆
担
当
・
宮
川
葉
子
）
は
、
「
姉
小
路
基
綱
女
、
卿
内
侍
済
子
の
家
集
か
」
と
断
定
は
避
け
て
い
る
が
、
「
こ
の
よ
う
な
形
（
引
用
者
注
・

備
忘
録
ま
た
は
草
稿
的
な
整
わ
な
い
形
式
を
指
す
）
で
し
か
家
集
が
残
ら
な
か
っ
た
の
が
室
町
期
の
女
流
歌
人
の
実
態
で
あ
り
、
そ
こ
に

こ
そ
こ
の
集
の
貴
重
さ
が
あ
る
と
い
え
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

筆
者
は
前
稿
で
、
所
収
10
番
歌
が
『
後
土
御
門
天
皇
詠
草
』
65
番
歌
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
卿
内
侍
の
家
集
と
は
見
な
し
が

た
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
『
卿
内
侍
集
』
が
卿
内
侍
・
姉
小
路
済
子
の
家
集
で
な
い
と
す
れ
ば
、
次
に
、
で
は
姉
小
路
済
子
の
和
歌
は
他
に

ど
の
よ
う
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
後
柏
原
天
皇
期
の
初
期
、
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
を
最
後
に
、
月
次
和
歌
に
女
性
歌
人
が
出
詠
す
る
こ
と
は
中

断
す
る
。
そ
の
後
、
近
世
中
期
に
な
る
ま
で
女
性
歌
人
の
出
詠
は
復
活
し
な
い
。
月
次
和
歌
だ
け
で
な
く
、
着
到
和
歌
、
禁
裏
で
の
歌
合

や
歌
会
に
女
性
が
参
加
す
る
こ
と
も
、
作
品
・
史
料
・
記
録
の
上
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。
月
次
和
歌
に
か
ろ
う
じ
て
女
性
歌
人
が
出
詠
し
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て
い
た
折
も
、
出
詠
し
た
の
は
上
臈
・
大
炊
御
門
信
量
女
と
民
部
卿
典
侍
・
四
辻
春
子
ま
た
は
大
納
言
典
侍
・
広
橋
守
子
の
三
名
で
あ
り
、

姉
小
路
済
子
は
出
詠
し
て
い
な
い
（
但
し
、
「
女
」
と
し
か
記
さ
れ
ず
、
誰
で
あ
る
か
不
明
の
時
も
あ
る
）
。
上
臈
と
は
、
摂
関
家
か
ら
の

入
内
お
よ
び
立
后
が
無
く
な
っ
た
当
時
の
後
宮
に
あ
っ
て
、
天
皇
の
妻
と
し
て
最
も
地
位
の
高
い
女
性
で
あ
る
。
一
方
の
大
納
言
典
侍
は
、

実
務
を
担
う
後
宮
女
官
の
ト
ッ
プ
に
位
置
す
る
。
後
土
御
門
天
皇
時
代
は
、
上
臈
で
は
な
く
、
先
代
・
後
花
園
天
皇
の
上
臈
で
あ
っ
た
旧

院
上
臈
・
三
条
冬
子
、
大
納
言
典
侍
で
は
な
く
勾
当
内
侍
・
四
辻
春
子
が
出
詠
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
三
条
冬
子
が
「
寛
正
百
首
」
に
出

詠
し
た
経
験
を
持
ち
、
当
代
を
代
表
す
る
女
性
歌
人
と
し
て
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
、
四
辻
春
子
も
特
に
詠
歌
の
才
を
認
め
ら
れ
て
い
た

人
物
だ
っ
た
か
ら
だ
と
前
稿
に
指
摘
し
た
。
し
か
し
次
の
後
柏
原
天
皇
時
代
に
な
る
と
、
四
辻
春
子
が
文
亀
四
年
（
一
五
〇
四
）
一
月
に

没
す
る
ま
で
、
前
代
か
ら
引
き
続
き
女
性
歌
人
の
代
表
と
し
て
出
詠
し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
後
は
、
天
皇
の
妻
と
し
て
最
も
高
位
の

上
臈
と
、
女
性
実
務
官
僚
と
し
て
最
高
位
の
大
納
言
典
侍
の
二
人
が
禁
裏
月
次
和
歌
に
出
詠
す
る
形
が
定
ま
っ
て
い
る
。
歌
才
よ
り
も
そ

の
地
位
や
立
場
に
よ
っ
て
禁
裏
月
次
和
歌
へ
の
出
詠
歌
人
が
決
め
ら
れ
、
固
定
化
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

済
子
が
出
仕
し
た
の
は
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
十
月
だ
っ
た
。
禁
裏
月
次
和
歌
に
女
性
歌
人
が
最
後
に
出
詠
し
た
の
は
永
正
七
年

（
一
五
一
〇
）
で
あ
る
が
、
ま
だ
年
若
く
出
仕
期
間
の
短
い
済
子
が
禁
裏
月
次
和
歌
に
出
詠
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
月
次
和
歌

だ
け
で
な
く
、
歌
会
・
歌
合
・
着
到
和
歌
で
も
女
性
歌
人
の
詠
進
は
管
見
に
入
ら
な
い
（
「
後
柏
原
天
皇
宸
翰
」
と
称
さ
れ
る
着
到
和
歌
懐

紙
に
女
性
歌
人
が
出
詠
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
柏
原
天
皇
の
即
位
前
、
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
九
月
九
日
起
日
の
着
到
和
歌
で
あ

る
）
。
済
子
が
勾
当
内
侍
と
な
っ
た
の
は
次
の
後
奈
良
天
皇
時
代
で
あ
り
、
後
宮
女
官
と
し
て
重
き
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
す
で
に

宮
廷
和
歌
に
は
女
性
歌
人
の

―
少
な
く
と
も
表
立
っ
て
の

―
詠
歌
活
動
は
絶
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

で
は
、
公
的
な
場
に
お
け
る
詠
歌
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
私
的
な
贈
答
歌
で
あ
れ
ば
他
の
歌
人
の
家
集
に
残
さ
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
三
条
西
実
隆
の
日
次
詠
草
『
再
昌
草
』
の
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
十
二
月
二
十
二
日
条
（

602
番
歌
の
次
）
に
、
「
内
裏
の
御
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す
ゝ
は
ら
ひ
、
典
侍
掌
侍
さ
し
あ
ひ
の
事
あ
り
て
、
頭
中
将
ま
い
り
て
御
膳
な
ど
ま
い
ら
せ

侍
し
、
そ
の
日
、
事
の
つ
ゐ
で
た
は
ぶ
れ
に
、

勾
当
内
侍
に
申
侍
し　

私
、
贈
答
歌
略
レ

之
」
と
い
う
詞
書
が
見
え
る
。
享
禄
二
年
当
時
の
勾
当
内
侍
は
済
子
だ
か
ら
、
こ
の
時
に
実
隆
と

贈
答
歌
を
交
わ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
私
、
贈
答
歌
略
レ

之
」
と
あ
り
、
交
わ
さ
れ
た
和
歌
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

当
時
、
女
性
が
公
的
な
場
に
お
い
て
詠
歌
す
る
こ
と
が
絶
え
て
い
た
と
は
い
え
、
和
歌
が
女
性
に
と
っ
て
重
要
な
教
養
の
一
で
あ
っ
た

こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
戦
国
武
将
の
妻
や
子
女
も
和
歌
を
た
し
な
み
、
和
歌
の
地
位
的
・
階
層
的
拡
大
傾
向
が
あ
っ
た

）
8
（

の
は
、
男

性
の
和
歌
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
後
宮
女
官
も
当
時
の
公
家
と
同
じ
く
、
教
養
お
よ
び
交
際
の
具
と
し
て
和
歌
を
詠

め
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
途
絶
し
た
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
女
性
文
学
お
よ
び
女
性
歌
人
が

再
登
場
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
公
的
な
場
で
の
詠
歌
活
動
が
で
き
ず
、
作
品
・
資
料
が
残
さ
れ
ず
と
も
、
女
性
が
教
養
と
し
て
和
歌

を
学
ぶ
こ
と
そ
れ
自
体
は
根
強
く
続
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
実
隆
と
贈
答
歌
を
交
わ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
済
子
が
和
歌
を
詠
め
た
の
は
確
か
だ
。
し
か
し
、
歌
人
と
し
て
の

卿
内
侍
・
姉
小
路
済
子
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
『
卿
内
侍
集
』
が
彼
女
の
詠
草
・
家
集
で
あ
る
と
見
な
し
が
た
く
、
ま
た
当
時
の
禁
裏

に
お
い
て
女
性
歌
人
が
出
詠
す
る
機
会
が
無
く
、
さ
ら
に
同
時
代
歌
人
の
家
集
に
も
贈
答
歌
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
女
の
詠
歌

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
彼
女
が
歌
人
と
し
て
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
に
立
項
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
卿
内
侍
集
』
と
呼
ば
れ
る
歌
集
が
彼
女
の
家

集
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
作
者
認
定
の
根
拠
は
、
表
紙
に
「
キ
ヤ
ウ
内
侍
の
歌
歟
」
と
記
さ

れ
て
い
る
と
い
う
、
た
だ
一
点
の
み
で
あ
る
。
で
は
、
逆
に
言
え
ば
、
な
ぜ
作
者
不
明
の
歌
集
が
卿
内
侍
の
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、

表
紙
に
そ
の
よ
う
に
書
き
付
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
姉
小
路
済
子
が
、
後
柏
原
天
皇
か
ら
後
奈
良
天
皇
時
代
の
代
表
的
な
女

性
知
識
人
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
っ
た
。
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二
、
済
子
の
勾
当
内
侍
就
任

　

ま
ず
、
済
子
が
務
め
た
勾
当
内
侍
が
、
当
時
の
後
宮
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
職
務
・
立
場
に
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
く
。

　

勾
当
内
侍
は
、
内
侍
の
第
一
で
あ
る
。
内
裏
の
長
階
（
長
橋
）
の
局
に
居
住
す
る
た
め
、
「
長
階
（
長
橋
）
局
」
と
通
称
さ
れ
た
。
後
宮

の
女
官
の
中
で
は
天
皇
の
秘
書
官
的
な
存
在
で
あ
り
、
口
向
（
朝
廷
の
経
理
・
総
務
業
務
を
掌
る
）
の
総
取
締
を
担
っ
た
。
後
宮
の
渉
外

と
い
う
べ
き
役
割
で
あ
り
、
天
皇
家
全
体
の
行
事
な
ど
公
的
な
部
分
を
統
括
し
た

）
9
（

。
経
理
出
納
も
勾
当
内
侍
が
担
い
、
人
事
な
ど
に
も
相

当
の
発
言
権
を
持
っ
て
い
た
。
松
薗
斉

）
10
（

は
勾
当
内
侍
に
つ
い
て
、
十
二
世
紀
の
成
立
期
に
は
内
侍
の
中
の
先
任
・
チ
ー
フ
的
な
役
割
で
あ
っ

た
が
、
内
裏
そ
の
も
の
の
運
営
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
は
言
え
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
中
世
後
期
に
な
る
と
、
朝
廷
そ
の
も
の
が
政
治

的
・
経
済
的
に
縮
小
す
る
の
と
相
対
的
に
勾
当
内
侍
の
職
務
権
限
が
拡
大
し
、
地
位
が
上
昇
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

済
子
は
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
九
月
に
勾
当
内
侍
に
就
任
し
た
が
、
姉
小
路
家
出
身
の
済
子
が
勾
当
内
侍
に
な
っ
た
の
は
、
『
お
湯
殿

の
上
日
記
』
大
永
七
年
九
月
十
三
日
条
に
「
け
ふ
き（

卿

内

侍

）

や
う
な
い
し
殿
に
こ（

勾

当

職

）

う
た
う
し
よ
く
の
事
お
ほ
せ
い
だ
さ
る
ゝ
。
あ（

姉

小

路

家

）

ね
が
こ
う
ぢ
い
ゑ

に
れ（

例
）い

な
き
事
な
が
ら
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
異
例
の
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
は
後
宮
女
官
の
官
職
も
家
職
と
し
て
代
々
相
続

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
勾
当
内
侍
は
高
倉
家
も
し
く
は
東
坊
城
家
の
女
性
か
ら
選
ば
れ
る
の
が
通
例
だ
っ
た
。
済
子
が
勾
当
内
侍
に
就
任

し
た
事
情
に
つ
い
て
は
奥
野
高
廣

）
11
（

も
注
目
し
て
お
り
、
さ
ら
に
吉
野
芳
恵

）
12
（

が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

　

前
任
の
勾
当
内
侍
・
高
倉
継
子
が
大
永
七
年
九
月
六
日
に
亡
く
な
っ
た
後
、
後
任
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
新
内
侍
・
下
冷
泉
茂
子
（
下

冷
泉
為
孝
女
、
高
倉
家
猶
子
）
と
済
子
の
二
人
の
う
ち
ど
ち
ら
か
に
す
る
か
、
意
見
が
分
か
れ
た
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、 

鷲
尾
隆
康

の
日
記
『
二
水
記
』
大
永
七
年
九
月
十
三
日
条
に
詳
し
い
。
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今
日
卿
内
侍
可
レ

為
二

勾
当
内
侍
一

之
由
勅
定
云
々
。
仍
則
被
レ

移
二

長
橋
一

了
。
御
会
了
於
レ

局
有
二

杯
酌
一
、
各
傾
二

数
杯
一

了
。

今
度
長
橋
局
事
有
二

種
々
儀
一
。
高
倉
少
納
言
言
上
之
趣
、
近
御
代
者
、
坊
城
与
二

高
倉
一

両
家
及
二

七
代
一

［
一
紙
注
留
レ

奥
］
、
不
三

相

二

交
他
人
一
、
為
二

勾
当
内
侍
一

之
条
。
今
度
以
二

新少
納
言
猶
子

内
侍
一

可
レ

為
二

其
分
一

之
由
有
二

勅
許
一

者
、
可
二

畏
存
一

之
由
申
入
了
。
勅
答
之
旨
、

近
代
之
儀
両
家
事
無
レ

紛
者
也
。
雖
レ

然
禁
秘
御
抄
云
、
以
二

上
首
一

可
レ

為
二

勾
当
一

云
々
、
中
古
此
定
也
。
仍
今
度
卿
内
侍
為
二

上
首
一

之
上
、
年
齢
聊於
新
内
侍若
年
也
。
彼
是
先
可
レ

致
二

堪
忍
一

之
由
仰
也
。
此
両
端
以
レ

何
可
レ

為
レ

善
哉
。
勅
答
之
旨
、
逍
遙
院
所
存
此
分
歟
。

近
代
連
綿
例
似
レ

無
二

其
詮
一
、
如
何
々
々
。
後
人
尚
可
レ

決
矣
。

勾
当
内
侍
両
家
経
歴
之
事
、
東
坊
城
注
進
之
一
紙
写
レ

之
。 

（
『
二
水
記
』
）

　

高
倉
少
納
言
・
高
倉
範
久
は
、
近
代
で
は
七
代
に
わ
た
っ
て
坊
城
・
高
倉
両
家
か
ら
勾
当
内
侍
を
輩
出
し
て
き
た
こ
と
、
他
家
か
ら
勾

当
内
侍
を
出
す
の
で
は
な
く
、
高
倉
家
猶
子
の
新
内
侍
・
茂
子
を
就
け
る
べ
き
だ
と
奏
上
し
主
張
し
た
。
し
か
し
後
奈
良
天
皇
の
返
答
は
、

確
か
に
近
代
で
は
そ
の
よ
う
で
あ
る
の
に
間
違
い
な
い
が
、
『
禁
秘
抄
』
で
は
「
上
首
」
の
者
を
勾
当
内
侍
と
す
べ
き
だ
と
あ
る
、
そ
れ
が

中
古
に
決
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
済
子
が
目
上
で
茂
子
は
若
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
は
済
子
を
勾
当
内
侍
に
決
め
る
こ
と
を
飲
み

込
ん
で
く
れ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
隆
康
は
、
後
奈
良
天
皇
の
返
答
は
実
隆
と
意
を
同
じ
く
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
推
測
し
て
い
る
。
隆
康

は
、
「
近
代
連
綿
の
例
」
を
無
視
し
た
決
定
に
納
得
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
済
子
が
勾
当
内
侍
に
就
任
し
た
。

　

な
お
後
奈
良
天
皇
が
依
拠
し
た
順
徳
院
『
禁
秘
抄
』
の
「
掌
侍
」
項
に
は
、
「
此
内
以
二

一
内
侍
一

為
二

勾
当
一

。
随
二

補
日
一

為
二

一
二
一

也
」

と
あ
る
。
済
子
は
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
六
月
十
七
日
に
内
裏
に
入
り
（
『
実
隆
公
記
』
同
日
条
）
、
同
年
十
月
に
内
侍
に
な
っ
た
。
茂

子
が
参
仕
し
た
の
は
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
十
月
だ
か
ら
、
先
に
補
任
さ
れ
た
済
子
を
勾
当
に
し
た
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。
年
齢
に
つ

い
て
付
言
す
る
と
、
茂
子
の
生
年
は
不
明
だ
が
、
実
父
・
為
孝
が
一
四
七
五
年
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
、
済
子
が
参
仕
し
た
の
が
十
九
歳
の
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時
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
茂
子
の
参
仕
か
ら
二
年
後
の
大
永
七
年
当
時
、
ま
だ
二
十
歳
前
後
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
参
仕
し

て
二
十
六
年
目
、
す
で
に
四
十
五
歳
の
済
子
が
適
任
だ
と
判
断
さ
れ
た
の
は
、
家
門
よ
り
も
そ
の
実
績
・
年
齢
か
ら
だ
っ
た
。

　

済
子
が
慣
例
を
破
っ
て
勾
当
内
侍
と
な
っ
た
の
は
、
隆
康
が
推
測
し
た
よ
う
に
実
隆
の
推
挙
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
実
隆
公
記
』
大
永

七
年
九
月
六
日
条
に
は
、
高
倉
継
子
の
逝
去
を
悼
む
文
言
の
後
、
「
範
久
朝
臣
来
二

帥
方
一

、
勾
当
新
補
事
申
レ

之
。
可
二

弾
指
一

々
々
々
」
と

あ
る
。
高
倉
範
久
が
「
勾
当
新
補
」
に
つ
い
て
申
し
入
れ
た
事
と
は
、
茂
子
を
勾
当
内
侍
に
す
べ
し
と
い
う
主
旨
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
に
対
し
て
実
隆
は
非
難
の
意
を
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
十
三
日
に
済
子
の
勾
当
内
侍
就
任
が
決
定
し
た
折
に
は
、
「
今
夜
勾
当

［
卿
内
侍
］
移
二

長
橋
局
一

云
々
、
珍
重
、
可
レ

然
之
事
也
。
清
□

（
光
）

絶
代
之
事
也
。
数
刻
対
レ

月
、
述
二

一
詠
一

了
」
と
、
満
足
し
た
心
情
を
述
べ

て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
実
隆
が
済
子
を
推
す
側
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。

　

次
節
に
述
べ
る
よ
う
に
、
実
隆
は
済
子
が
年
若
い
頃
か
ら
、
そ
の
能
力
や
才
覚
を
評
価
し
て
い
た
。
『
実
隆
公
記
』
明
応
七
年

（
一
四
九
八
）
二
月
十
七
日
条
に
は
「
和
泉
式
部
日
記
一
冊
雖
二

秘
蔵
一

遣
二

姉
小
路
息
女
一

了
」
と
あ
り
、
秘
蔵
の
『
和
泉
式
部
日
記
』
を
済

子
に
贈
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
済
子
に
掛
け
る
期
待
や
親
愛
の
大
き
さ
が
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
実
隆
公
記
』
永
正
五
年
三
月
十
七
日
条

に
よ
る
と
、
水
無
瀬
具
子
が
掌
侍
と
し
て
新
参
し
た
こ
と
に
あ
た
り
、
そ
れ
ま
で
新
内
侍
と
呼
ば
れ
て
い
た
済
子
の
呼
称
を
、
祖
先
の
師

綱
と
師
平
が
宮
内
卿
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
卿
内
侍
」
と
し
て
は
ど
う
か
と
言
上
し
た
の
は
実
隆
だ
っ
た
。
父
・
基
綱
と
の
親
交
ゆ
え
の

み
な
ら
ず
、
実
隆
が
済
子
に
目
を
掛
け
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
済
子
は
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
六
月

十
七
日
か
ら
、
同
年
十
月
に
内
侍
と
し
て
出
仕
す
る
ま
で
、
勧
修
寺
藤
子
（
後
柏
原
天
皇
新
大
納
言
典
侍
、
知
仁
親
王
〈
後
の
後
奈
良
天

皇
〉
の
母
）
の
局
に
預
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
、
勧
修
寺
藤
子
の
姉
が
実
隆
正
室
で
あ
っ
た
縁
か
ら
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
代
々
の
勾
当
内
侍
を
輩
出
し
て
き
た
も
う
一
方
の
家
、
東
坊
城
家
に
つ
い
て
も
付
言
す
る
と
、
東
坊
城
家
か
ら
も
勾
当
内
侍
を
出

し
た
い
と
い
う
意
思
は
あ
っ
た
ら
し
い
。
後
柏
原
天
皇
期
に
最
も
長
く
勾
当
内
侍
を
勤
め
た
の
は
、
高
倉
継
子
の
前
任
者
の
東
坊
城
松
子
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だ
っ
た
。
松
子
は
明
応
十
年
（
一
五
〇
一
）
年
二
月
に
勾
当
内
侍
と
な
り
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
に
八
十
二
歳
で
辞
す
ま
で
そ

の
任
に
あ
っ
た
。
文
亀
元
年
九
月
に
、
松
子
は
、
甥
で
あ
る
東
坊
城
和
長
に
向
か
っ
て
、
そ
の
息
女
・
阿
茶
（
松
子
の
姪
孫
に
あ
た
る
）

の
内
侍
出
仕
を
急
が
せ
る
よ
う
言
っ
た
こ
と
が
、
『
和
長
卿
記
』
文
亀
元
年
九
月
二
十
日
条
に
見
え
る
。

　

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
松
薗
斉

）
13
（

が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。
松
子
が
和
子
の
出
仕
を
急
が
せ
た
の
は
、
済
子
が
翌
月
に
出
仕
す
る
こ
と

か
ら
、
和
子
が
済
子
の
下
輩
と
な
る
こ
と
を
厭
い
、
和
子
を
少
し
で
も
先
に
参
仕
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
結
果
、
十
月
十
日
に
二

人
は
同
時
に
出
仕
し
て
い
る
。
松
薗
は
こ
の
松
子
の
言
動
に
つ
い
て
、
「
勾
当
内
侍
就
任
早
々
の
松
子
が
す
ぐ
に
後
継
の
こ
と
を
考
え
て
行

動
を
始
め
て
い
る
」
「
す
で
に
松
子
は
六
〇
歳
に
達
し
て
お
り
、
早
め
に
後
継
者
を
確
保
し
て
お
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す

る
。
さ
ら
に
、
和
子
が
当
時
十
五
歳
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
衣
装
の
色
の
故
実
を
理
由
に
年
齢
を
一
つ
上
げ
て
参
仕
し
た
の
は
「
姉

小
路
済
子
（
一
九
歳
）
に
対
抗
し
て
、
少
し
で
も
年
齢
差
を
縮
め
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
て
い
る
。
和
子
は
参

仕
し
て
目
々
内
侍
と
呼
ば
れ
た
が
、「
抑
目
々
内
侍
自
二

暁
天
一

野
狐
付
レ

之
、
頗
狂
気
云
々
」
（
『
実
隆
公
記
』
永
正
二
・
四
・
一
）
「
禁
中
目
々

内
侍
今
夜
逐
電
云
々
」
（
同
・
同
三
・
七
・
二
八
）
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
精
神
的
に
不
安
定
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で

）
14
（

、
い

つ
ま
で
内
侍
の
職
に
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
大
永
七
年
に
勾
当
内
侍
を
選
ぶ
際
に
、
和
子
の
名
は
上
が
っ
て
い
な
い
。

　

済
子
の
出
仕
は
、
代
々
の
勾
当
内
侍
を
輩
出
し
て
き
た
高
倉
家
・
東
坊
城
家
双
方
に
と
っ
て
軽
視
し
え
な
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
高

倉
・
東
坊
城
両
家
の
思
惑
を
越
え
て
、
結
果
と
し
て
済
子
は
、
姉
小
路
家
出
身
と
し
て
唯
一
の
勾
当
内
侍
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
、
書
写
活
動

　

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
済
子
は
室
町
時
代
後
期
の
女
性
歌
人
と
し
て
名
を
留
め
て
は
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
彼
女
の
詠
歌
は
、

確
実
な
も
の
は
一
首
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
済
子
が
才
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
を
証
す
る
事
蹟
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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卿
内
侍
・
姉
小
路
済
子
が
文
学
史
に
残
し
た
足
跡
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

済
子
の
文
学
事
蹟
と
し
て
確
実
に
認
め
う
る
の
は
、
古
典
の
書
写
で
あ
る
。
済
子
の
書
写
活
動
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄

）
15
（

と
宮
川
葉
子

）
16
（

が
ま
と
め
て
い
る
。
済
子
の
書
写
活
動
に
関
す
る
記
事
を
挙
げ
る
。

　

①
『
実
隆
公
記
』
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
五
月
二
十
六
日
条　

姉
小
路
羽
林
来
、
自
二

禁
裏
一

仰
二

宰
相
息
女
一

被
レ

書
二

御
草
子
一
、
［
ち
ら
ぬ
桜
、
銘
ト
ハ
ズ
ガ
タ
リ
］
、
件
御
草
子
出
現
所
持
来
也
。
則

令
二

進
上
一

了
。

　

②
『
実
隆
公
記
』
明
応
六
年
八
月
二
十
二
日
条

及
レ

晩
参
内
、
依
二

当
番
一

也
、
於
二

議
定
所
一

数
刻
御
雑
談
、
仮
名
草
子
［
と
は
ず
が
た
り
、
］
校
合
事
被
レ

仰
レ

之
、
仍
於
二

殿
上
一

与
二

園

宰
相
一

読
合
了
。

　

③
『
実
隆
公
記
』
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
十
月
十
七
日
条

新
拾
遺
集
書
写
事
誂
二

持
明
院
前
宰
相
一
。
新
任
弁
官
愚
抄
書
写
事
誂
二

右
大
弁
一
。
釈
家
官
班
記
令
レ

書
二

西
室
一
。
大
和
物
語
申
二

新
内
侍
局
一。

　

④
『
実
隆
公
記
』
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
六
月
一
日
条

花
鳥
余
情
二
冊
誂
二

申
内
府
一
、
水
鏡
誂
二

卿
内
侍
一。

　

⑤
『
再
昌
草
』
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
四
月
十
二
日
条

）
17
（

　
　

卿
内
侍
局
に
、
水
鏡
を
あ
つ
ら
へ
て
、
久
し
く
か
き
も
い
だ
さ
れ
ざ
り
し
か
ば
、
お
ど
ろ
か
す
と
て

月
日
の
み
う
つ
る
も
か
な
し
水
鏡
い
つ
手
に
と
り
て
か
げ
は
み
て
ま
し
（
二
二
一
二
）
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①
は
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
、
済
子
が
十
五
歳
の
時
の
も
の
だ
。
こ
れ
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
書
写
・
伝
来
の
上
か
ら
も
注
目
さ
れ

て
き
た
記
事
だ
が
、
「
御
草
子
［
ち
ら
ぬ
桜
、
銘
ト
ハ
ズ
ガ
タ
リ
］
」
が
何
を
指
す
か
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
『
実
隆
公
記
』
文
明
七
年

（
一
四
七
五
）
十
一
月
一
日
条
に
よ
る
と
、「
号
二

知
良
奴
桜
一
、
大
塔
宮
鍾
愛
之
女
、
彼
宮
一
期
之
間
之
事
等
書
レ

之
」
と
あ
り
、「
ち
ら
ぬ
桜
」

は
、
大
塔
宮
護
良
親
王
の
生
涯
に
つ
い
て
、
宮
に
寵
愛
さ
れ
た
女
性
が
書
い
た
物
語
だ
っ
た
ら
し
い
。
芳
賀
幸
四
郎
・
山
岸
徳
平

）
18
（

は
、
「
ち

ら
ぬ
桜
」
と
「
と
は
ず
が
た
り
」
が
同
書
で
あ
れ
別
書
で
あ
れ
、
「
と
は
ず
が
た
り
」
は
銘
だ
け
を
済
子
が
書
い
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る

が
、
松
本
寧
至

）
19
（

は
、
全
文
の
書
写
を
済
子
が
行
い
、
銘
を
記
し
た
の
は
実
隆
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
松
本
の
説
に
従
う
と
、「
ち
ら
ぬ
桜
」

の
題
で
書
写
さ
れ
た
書
物
を
、
大
塔
宮
護
良
親
王
の
物
語
と
区
別
す
る
た
め
「
と
は
ず
が
た
り
」
の
銘
を
実
隆
が
記
し
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
書
写
は
後
土
御
門
天
皇
の
命
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
②
の
記
事
に
よ
り
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
校

合
を
、
実
隆
が
園
基
富
と
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

③
は
、
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
に
、
『
大
和
物
語
』
の
書
写
を
、
当
時
新
内
侍
だ
っ
た
済
子
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
④
は
永
正
七
年

（
一
五
一
〇
）
に
『
水
鏡
』
の
書
写
を
実
隆
が
済
子
に
依
頼
し
て
い
る
が
、
⑤
に
よ
る
と
、
二
年
後
の
永
正
九
年
に
な
っ
て
も
『
水
鏡
』
の

書
写
が
終
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
隆
が
済
子
に
和
歌
で
督
促
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

①
②
③
に
挙
げ
た
済
子
が
書
写
し
た
書
籍
は
、
書
写
本
そ
の
も
の
、
お
よ
び
書
承
に
済
子
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
も
の
は

残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
④
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
桂
宮
本
（

353
│

173
）
の
親
本
が
済
子
の
書
写
本
で
あ
る
こ
と
が
、
奥
書
か
ら
知
ら
れ
る

）
20
（

。

　

①
～
⑤
以
外
で
、
書
写
奥
書
が
記
す
伝
来
の
中
に
済
子
が
表
れ
る
資
料
と
し
て
、
井
上
宗
雄
が
挙
げ
る
『
勧
修
寺
縁
起
』
が
あ
る
。
『
勧

修
寺
縁
起
』
は
、
別
名
『
高
藤
公
絵
詞
』
と
も
い
い
、
京
都
市
山
科
区
に
あ
る
東
密
小
野
派
の
寺
院
・
勧
修
寺
の
縁
起
だ
。
東
京
国
立
博

物
館
本
・
群
書
類
従
本
等
の
奥
書
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
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右
一
冊
、
新
内
侍
［
基
綱
卿
息
女
］
健
筆
也
。
予
令
三

書
二

写
之
一
、
相
替
者
也
。

　
　
　

永
正
三
年
正
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

正
三
位
行
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
宣
秀

　

永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
当
時
、
済
子
は
二
十
四
歳
。
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
十
月
に
内
侍
に
任
ぜ
ら
れ
、
新
内
侍
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
済
子
が
卿
内
侍
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
永
正
五
年
三
月
以
後
だ
か
ら
、
奥
書
に
矛
盾
は
無
い
。
済

子
筆
本
を
中
御
門
宣
秀
が
書
写
し
、
交
換
し
た
と
い
う
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
健
筆
」
と
い
う
表
現
は
、
作
品
の
執
筆
お
よ
び
書
写
の
ど
ち
ら
に
も
用
い
る
表
現
で
あ
る
。
『
大
日
本
仏
教
全
書　

第
九
九
巻
解
題
三
』

（
講
談
社
、
一
九
七
八
年
）
「
勧
修
寺
縁
起
」
（
林
幹
弥
担
当
執
筆
）
は
、
作
者
を
済
子
と
し
て
い
る
が
、
古
典
文
庫
第
九
九
冊
『
中
世
神
仏

説
話 

続
』
（
古
典
文
庫
、
一
九
五
五
年
）
の
近
藤
喜
博
解
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
看
聞
御
記
』
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
三
月
二
十
三

日
条
に
「
弥
益
大
領
絵
三
巻
［
勧
修
寺
縁
起
］
」
と
見
え
る
の
で
、
こ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
済
子
は
『
勧
修

寺
縁
起
』
の
作
者
で
は
な
く
書
写
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

中
御
門
宣
秀
は
当
時
三
十
八
歳
、
実
隆
と
同
様
に
、
和
歌
・
連
歌
・
和
漢
聯
句
御
会
の
常
連
で
あ
り
、
後
土
御
門
か
ら
後
柏
原
天
皇
時

代
の
禁
裏
文
芸
を
支
え
た
公
家
の
一
人
だ
っ
た
。
宣
秀
か
ら
『
勧
修
寺
縁
起
』
の
書
写
を
依
頼
さ
れ
、
宣
秀
自
身
の
本
と
交
換
し
た
と
い

う
事
情
も
、
済
子
が
能
筆
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
書
写
を
任
せ
て
も
よ
い
と
判
断
さ
れ
る
学
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
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四
、
筆
跡
資
料

　

で
は
、
実
際
に
済
子
の
書
写
に
か
か
る
書
物
は
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
卿
内
侍
を
伝
承
筆
者
と
す
る
古
典
籍
・
古
筆
切
が
様
々

に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
検
討
し
た
い
。

　

留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
後
柏
原
院
内
侍
」
ま
た
は
「
後
柏
原
院
勾
当
内
侍
」
「
後
奈
良
院
勾
当
内
侍
」
の
筆
者
名
に
つ
い
て
で

あ
る
。
後
柏
原
天
皇
時
代
に
内
侍
を
つ
と
め
た
女
官
は
、
済
子
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
済
子
が
勾
当
内
侍
に
就
任
し
た
の
は
、
後
柏

原
天
皇
没
後
、
後
奈
良
天
皇
時
代
だ
か
ら
、
済
子
は
「
後
柏
原
院
内
侍
」
「
後
奈
良
院
勾
当
内
侍
」
に
は
該
当
す
る
が
、
「
後
柏
原
院
勾
当

内
侍
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

　

後
柏
原
天
皇
時
代
に
内
侍
だ
っ
た
女
官
の
名
と
呼
称
を
挙
げ
る
と
、
東
坊
城
松
子
（
中
内
侍
・
勾
当
内
侍
・
菅
大
納
言
典
侍
）
・
高
倉
継

子
（
新
内
侍
・
藤
内
侍
・
勾
当
内
侍
）
・
済
子
（
新
内
侍
・
宮
内
卿
・
卿
内
侍
）
・
東
坊
城
和
子
（
目
々
内
侍
）
・
水
無
瀬
具
子
（
新
内
侍
）
・

河
鰭
清
子
（
新
内
侍
）・
下
冷
泉
茂
子
（
新
内
侍
）
が
い
る
。
ま
た
、「
後
奈
良
院
勾
当
内
侍
」
に
該
当
す
る
の
は
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）

四
月
二
十
九
日
の
践
祚
か
ら
翌
七
年
九
月
に
自
身
が
没
す
る
ま
で
は
高
倉
継
子
、
大
永
七
年
九
月
か
ら
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
一
月

に
典
侍
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
は
済
子
、
天
文
十
二
年
一
月
か
ら
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
天
皇
譲
位
ま
で
は
高
倉
量
子
だ
っ
た
。

　
『
明
翰
抄
』
に
は
「
女
筆
」
と
し
て
、
後
小
松
天
皇
か
ら
後
奈
良
天
皇
時
代
の
勾
当
内
侍
を
記
し
て
い
る
の
だ
が
、
卿
内
侍
は
別
に
立
て

ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
筆
者
名
を
「
後
柏
原
院
内
侍
」
「
後
奈
良
院
勾
当
内
侍
」
と
す
る
も
の

）
21
（

と
「
卿
内
侍
」
は
、
別
の
筆
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
以
下
、
「
卿
内
侍
」
と
記
す
も
の
に
限
定
し
て
示
す
。

　

な
お
、
代
々
の
勾
当
内
侍
が
「
女
筆
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
『
明
翰
抄
』
に
は

「
女
筆
」
と
し
て
、
後
小
松
天
皇
か
ら
後
奈
良
天
皇
時
代
の
勾
当
内
侍
が
記
さ
れ
る
。
無
論
、
そ
の
時
期
の
勾
当
内
侍
が
誰
で
あ
る
か
、
個
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人
を
比
定
す
る
こ
と
は
可
能
だ
。
但
し
、
伝
承
筆
者
と
し
て
代
々
の
「
勾
当
内
侍
」
を
記
す
も
の
は
、
果
た
し
て
特
定
の
個
人
を
指
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
天
皇
の
意
を
伝
達
す
る
た
め
に
発
給
さ
れ
る
女
房
奉
書
を
作
成
し
た
の
は
、
主
と
し
て
勾
当
内
侍
だ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
勾
当
内
侍
の
筆
跡
は
他
の
女
性
・
女
官
に
比
し
て
遥
か
に
多
く
残
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

）
22
（

。
ま
た
職
掌
の
面
か
ら
も
、
能
筆
で
な
く
て

は
勤
ま
ら
な
い
任
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
時
代
の
女
性
の
筆
跡
の
代
表
と
し
て
、
代
々
の
勾
当
内
侍
が
挙
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
て
お
く
。

　

で
は
、
管
見
に
入
っ
た
卿
内
侍
筆
と
伝
え
ら
れ
る
書
物
・
古
筆
を
挙
げ
る
。
無
論
、
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
さ
ら
に
は

女
房
奉
書
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
文
学
作
品
の
範
囲
に
お
け
る
現
段
階
で
の
調
査
と
し
て
示
し
て
お
く
。

　

①
『
古
今
和
歌
集
』

　

②
杉
下
家
所
蔵
『
後
撰
和
歌
集
』

　

③
曼
殊
院
蔵
『
千
載
和
歌
集
』

　

④
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
源
氏
小
鏡
』
（
サ
4
／
84
）

　

⑤
大
阪
市
立
美
術
館
蔵
『
新
蔵
人
』

　

⑥
蓬
左
文
庫
蔵
『
三
条
西
家
本　

源
氏
物
語
』

　

⑦
陽
明
文
庫
蔵
『
後
柏
原
天
皇
宸
筆
其
外
寄
合
書　

源
氏
物
語
』

　

⑧
『
須
磨
寺
塔
頭
正
覚
院
所
蔵
古
筆
貼
交
屏
風
』
「
後
柏
原
院
卿
内
侍　

色
紙
」

　

⑨
徳
田
和
夫
蔵
古
筆
手
鑑
『
残
花
帖
』
所
載
「
扇
の
草
子
」
断
簡
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①
～
⑦
は
、
書
物
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。
一
つ
ず
つ
見
て
ゆ
こ
う
。

　

①
は
、
『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
』
第

216
号
（
二
〇
一
〇
年
二
月
）
に
「
袖
珍
本
古
今
和
歌
集　

全
一
帖
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
箱
・
表
紙
・
冒
頭
・
奥
書
の
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
奥
書
は
三
条
西
公
条
の
加
証
奥
書
で
、
「
此
集
、
先
朝
勾
当
内
侍

［
基
綱
卿
女
］
筆
跡
也
。
一
覧
之
次
、
為
二

後
証
一

記
レ

之
。
永
禄
五
孟
秋
下
澣
／
称
名
野
釈
花
押
」
と
あ
る
。

　

②
は
『
応
永
飛
驒
の
乱
６
０
０
年
記
念
誌　

姉
小
路
と
廣
瀬
』
（
姉
小
路
家
・
廣
瀬
家
特
別
事
業
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
）
に
表

紙
・
冒
頭
・
奥
書
の
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る

）
23
（

。
古
川
町
指
定
文
化
財
。
同
書
に
よ
る
と
、
奥
書
は
「
右
一
冊
者
、
姉
小
路
基
綱
卿
息
女

新
典
侍
筆
跡
也
。
尤
可
二

奇
翫
一

者
哉
。
為
二

後
証
一

加
二

卑
詞
一

而
已
／
花
押
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
写
真
に
付
さ
れ
て
い
る
解
説
、
及
び
同

書
所
収
の
竹
田
雅
文
「
姉
小
路
と
飛
驒
真
宗

―
飛
驒
の
真
宗
寺
院
と
本
願
寺
蓮
如

―
」
に
よ
る
と
、
花
押
は
覚
恕
の
も
の
で
あ
り
、

極
札
に
も
「
曼
殊
院
宮
覚
恕
法
親
王
」
と
極
書
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
。
覚
恕
は
後
柏
原
天
皇
第
二
皇
子
で
、
曼
殊
院
門
跡
第
二
十
七
代
、

後
に
天
台
座
主
第
一
六
六
世
に
な
る
人
物
で
あ
る
。

　

③
曼
殊
院
蔵
『
千
載
和
歌
集
』
は
、
奥
野
高
廣
『
皇
室
御
経
済
史
の
研
究
』
（
初
版
・
畝
傍
書
房
・
一
九
三
二
年
、
復
刻
版
・
国
書
刊
行

会
・
一
九
八
二
年
）
四
九
一
頁
に
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

曼
殊
院
に
は
卿
内
侍
筆
の
千
載
和
歌
集
が
現
存
す
る
。
外
題
に
は
「
恵
雲
院

（
近
衛
）

稙
家
公
筆
」
と
あ
る
が
、
後
西
天
皇
宸
筆
御
附
箋
に
は

「
基
綱
卿
女
卿
内
侍
筆
、
下
巻
雅

（
飛
鳥
井
）

綱
卿
筆
歟
、
可
見
合
、
」
と
拝
さ
れ
る
。

　

井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究 

室
町
後
期
』
（
明
治
書
院
、
初
版
・
一
九
六
一
年
、
改
訂
新
版
・
一
九
八
四
年
）
一
五
七
頁
に
も
、
同

様
の
記
載
が
あ
る
。

　

④
『
源
氏
小
鏡
』
の
書
誌
情
報
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
・
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
書
誌
注
記
」
に
よ
る
と
、
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
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〈
写
〉
見
返
し
に
「
後
柏
原
院
卿
内
侍
／
源
氏
小
鏡
」
の
極
札
を
貼
付
。
〈
形
〉
列
帖
装
／
布
表
紙
／
見
返
し
絹
地
に
南
画
風
の
絵
（
彩

色
）
／
元
箱
あ
り
（
破
損
）
。
〈
般
〉
元
箱
表
に
「
後
柏
原
院
卿
内
侍
筆
／
源
氏
小
鑑
／
二
冊
」
と
あ
り
。

　

⑤
『
新
蔵
人
』
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

　

⑥
は
、
宮
川
葉
子
『
源
氏
物
語
の
文
化
史
的
研
究
』
（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
第
二
章
第
一
節
「
蓬
左
文
庫
蔵
「
三
条
西
家
本
源
氏

物
語
」
成
立
の
事
情
」
に
詳
し
い
紹
介
と
考
察
が
あ
る
。
付
属
さ
れ
て
い
る
三
種
の
筆
者
目
録
の
う
ち
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
七
月

十
一
日
の
日
付
を
持
つ
「
源
氏
物
語
目
録
」
は
、
葵
巻
の
筆
者
を
「
故
長
橋
局
」
と
す
る
。
制
作
さ
れ
た
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
当
時

の
勾
当
内
侍
は
済
子
で
あ
る
。

　

⑦
は
『
源
氏
物
語
事
典 

下
巻
』
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
〇
年
）
大
津
雄
一
「
諸
本
解
題
」
に
「
陽
明
文
庫
蔵
後
柏
原
院
勅
筆
源
氏
物

語
」
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
。
付
属
す
る
筆
者
目
録
に
は
、
篝
火
巻
の
筆
者
は
「
故
長
橋　

基
綱
女
」
、
常
夏
・
藤
袴
・
鈴
虫
三
巻
の
筆

者
は
「
故
長
橋
局
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
⑦
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
し
く
検
討
す
る
。

　

⑧
は
、
『
須
磨
寺
塔
頭
正
覚
院
所
蔵
古
筆
貼
交
屏
風
』
（
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
、
一
九
八
八
年
）
に
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
な
か

ら
さ
も
も
と
か
し
き
心
か
な
思
は
ぬ
人
か
な
に
か
こ
ひ
し
き
」
一
首
を
散
ら
し
書
き
に
し
た
色
紙
で
あ
る
。

　

⑨
は
安
原
眞
琴
『
『
扇
の
草
子
』
の
研
究

│
遊
び
の
芸
文
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
三
年
）
第
三
部
第
一
章
第
三
節
「
書
誌
と
解
説
」

に
「
養
心
か
と
思
わ
れ
る
極
札
に
「
後
柏
原
院
卿
内
侍
」
と
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
』
第

149
号
（
一
九
九
六

年
四
月
）
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
筆
跡
は
同
一
で
な
い
。
い
ず
れ
が
済
子
の
筆
跡
と
し
て
信
憑
性
が
高
い
の
か
は
、
後
述
す
る
。

　

①
か
ら
⑨
の
中
で
、
近
年
注
目
を
集
め
た
も
の
と
し
て
、
⑤
大
阪
市
立
美
術
館
蔵
『
新
蔵
人
』
が
あ
る
。
阿
部
泰
郎
監
修
、
江
口
啓
子
・

鹿
谷
祐
子
・
玉
田
沙
織
編
『
室
町
時
代
の
少
女
革
命　
『
新
蔵
人
』
絵
巻
の
世
界
』
（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
に
よ
っ
て
本
文
が
刊
行
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さ
れ
た
絵
巻
で
あ
る
。
江
口
啓
子
に
よ
る
解
説
を
挙
げ
る
（
傍
線
、
引
用
者
）
。

絵
巻
を
収
め
る
箱
も
現
在
は
新
調
さ
れ
て
い
る
が
、
以
前
の
箱
も
蓋
の
み
伝
わ
る
。
以
前
の
箱
は
漆
塗
り
で
、
蓋
の
表
に
は
「
後
柏

原
院
内
侍
御
筆　

絵
草
紙　

全
弐
巻
」
と
墨
書
き
さ
れ
て
お
り
、
側
面
に
は
「
後
柏
原
院
卿
内
侍
畫
巻
物
詞
之
共
一
筆
栄
札
」
と
記

さ
れ
た
貼
紙
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
極
め
札
が
一
通
添
え
ら
れ
て
お
り
、
札
の
包
み
紙
に
は
「
後
柏
原
院
卿
内
侍
筆
画
巻
物
也
古
筆
極

札　

一
」
と
あ
る
。
中
の
極
め
札
に
は
包
み
紙
と
は
別
筆
で
、
「
後
柏
原
院
卿
内
侍
〈
な
か
む
か
し
の
〉
（
琴
山
印
）
」
と
あ
る
。
（
中

略
）
卿
内
侍
は
教
養
も
あ
り
、
文
化
的
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
筆
者
伝
承
は
信
憑

性
に
乏
し
い
場
合
が
多
い
も
の
の
、
『
新
蔵
人
』
の
筆
者
と
し
て
は
十
分
に
可
能
性
が
あ
る
。

　

傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
江
口
は
卿
内
侍
の
真
筆
で
あ
る
か
ど
う
か
は
判
断
を
避
け
つ
つ
、
引
用
文
の
後
、
作
品
の
作
者
層
・
享
受
者

層
に
関
す
る
問
題
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
筆
者
伝
承
に
関
し
て
、
卿
内
侍
の
筆
跡
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
保
留
す
る
理
由
は
、
伝
承

筆
者
と
し
て
卿
内
侍
の
名
が
付
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
真
筆
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
上
で
、
基
準
と
な
る
確
実
な
済
子
の
筆
跡
資
料
が

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

先
に
示
し
た
資
料
で
、
済
子
の
筆
跡
で
あ
る
信
憑
性
が
最
も
高
い
資
料
は
、
①
②
の
二
書
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
済
子
の
同
時
代
人
で
あ

る
三
条
西
公
条
と
覚
恕
法
親
王
の
加
証
奥
書
を
有
す
る
。

　

済
子
は
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
に
六
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
①
の
加
証
奥
書
を
公
条
が
書
い
た
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）

は
、
済
子
が
没
し
て
十
九
年
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
公
条
は
済
子
と
同
時
代
に
宮
廷
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
済
子
は
文
明
十
五
年

（
一
四
八
三
）
生
ま
れ
、
公
条
は
文
明
十
九
年
（
一
四
八
七
）
生
ま
れ
で
、
年
齢
も
近
く
、
父
親
の
基
綱
・
実
隆
も
親
し
か
っ
た
。
ま
た
、
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後
柏
原
天
皇
・
後
奈
良
天
皇
の
御
世
、
和
歌
・
連
歌
・
和
漢
聯
句
の
禁
裏

御
会
の
常
連
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
天
皇
か
ら
和
歌
・
連
歌
に
関
す
る
相
談

を
受
け
て
い
た
公
条
は
、
勾
当
内
侍
・
済
子
の
書
い
た
女
房
奉
書
を
日
常

的
に
目
に
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（
『
実
隆
公
記
』
紙
背
文
書
に
、
実

隆
宛
の
女
房
奉
書
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
証
左
と
な
る
）
。
済

子
の
筆
跡
に
実
際
に
接
し
て
い
た
公
条
の
加
証
奥
書
は
、
信
頼
で
き
る
も

の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
①
が
済
子
の
筆
跡
資
料
の
基
準
に
な
り

う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
②
の
覚
恕
の
加
証
奥
書
が
付
さ
れ
た
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、

済
子
を
「
新
典
侍
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
済
子
が
典
侍
に
任
ぜ
ら

れ
た
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
正
月
以
後
の
も
の
で
あ
る
と
判
明
す
る
。

但
し
、
済
子
が
典
侍
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
病
に
よ
る
辞
任
に
あ
た
っ
て
、

多
年
の
功
労
を
賞
し
て
の
昇
進
で
あ
り
、
同
年
三
月
七
日
に
は
病
に
よ
り

没
し
て
い
る
か
ら
、
加
証
奥
書
は
済
子
の
没
後
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。
覚
恕
は
、
大
永
元
年
（
一
五
二
一
）
ま
た
は
永
正
十
二

年
（
一
五
一
五
）
生
ま
れ
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
没
し
て
い
る
か

ら
、
済
子
が
典
侍
と
な
っ
た
一
五
四
三
年
か
ら
覚
恕
が
没
す
る
一
五
七
四

年
の
間
に
書
か
れ
た
加
証
奥
書
で
あ
る
と
い
う
他
は
分
か
ら
な
い
。
②
に

卿内侍筆『古今和歌集』（思文閣古書資料目録より転載）
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つ
い
て
は
、
前
掲
書
『
応
永
飛
驒
の
乱
６
０
０
年
記
念
誌　

姉
小
路
と
廣
瀬
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
が
小
さ
く
判
断
し
づ
ら
い
の
で

は
あ
る
が
、
①
の
筆
跡
と
同
一
で
あ
る
よ
う
に
は
見
え
る
。

　

①
を
済
子
の
筆
跡
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
④
⑤
⑧
⑨
は
明
ら
か
に
別
筆
で
あ
る
。
⑥
⑦
は
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
跡
が
同
一

か
ど
う
か
は
今
後
詳
細
に
検
討
し
て
、
慎
重
に
判
断
し
た
い
。

　
　
　
　
結
び
に

　

勅
撰
和
歌
集
撰
集
の
期
待
が
無
く
な
り
、
女
性
歌
人
が
宮
廷
に
お
い
て
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
も
、
和
歌

は
必
須
の
教
養
と
し
て
女
性
に
も
詠
ま
れ
続
け
た
。
一
五
〇
〇
年
代
の
女
性
の
和
歌
は
、
戦
国
武
将
の
妻
の
も
の
が
断
片
的
に
残
さ
れ
て

い
る

）
24
（

。
一
方
で
、
宮
廷
に
仕
え
る
後
宮
女
官
の
和
歌
は
、
当
代
を
代
表
す
る
女
性
知
識
人
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
卿
内
侍
で
あ
っ
て
も
、
残

さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
和
歌
が
残
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
卿
内
侍
を
「
歌
人
」
と
位
置
づ
け
て
よ
い
か
ど
う
か
難
し
い
と
こ

ろ
で
は
あ
る
。

　

陽
明
文
庫
蔵
の
作
者
未
詳
歌
集
の
表
紙
に
「
キ
ヤ
ウ
内
侍
ノ
歌
歟
」
と
記
さ
れ
た
の
は
、
卿
内
侍
・
姉
小
路
済
子
が
女
性
知
識
人
の
代

表
だ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
『
新
蔵
人
』
に
つ
い
て
も
同
様
だ
。
同
じ
く
後
宮
女
官
の
名
が
作
者
ま
た
は
筆
写
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
例
と
し
て
、
後
土
御
門
院
勾
当
内
侍
・
四
辻
春
子

）
25
（

が
い
る
。
春
子
は
『
は
に
ふ
の
物
語
』
の
作
者
と
目
さ
れ

）
26
（

、
ま
た
中
野
実
蔵
『
白
描

源
氏
物
語
絵
巻
』
の
筆
写
者
と
伝
え
ら
れ
る

）
27
（

。
室
町
時
代
後
期
の
後
宮
女
官
で
、
こ
の
よ
う
に
名
が
上
が
る
人
物
は
、
四
辻
春
子
と
姉
小

路
済
子
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
勾
当
内
侍
と
い
う
職
掌
が
能
筆
か
つ
文
章
作
成
な
ど
の
能
力
を
必
要
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ

の
中
に
お
い
て
も
突
出
し
て
い
た
の
が
、
春
子
と
済
子
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

歴
史
分
野
に
お
い
て
、
近
年
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
の
後
宮
女
官
の
研
究
が
進
ん
で
い
る

）
28
（

。
朝
廷
に
お
い
て
後
宮
女
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官
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
、
后
妃
不
在
の
後
宮
そ
し
て
天
皇
家
を
支
え
て
き
た
様
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
勾
当
内

侍
に
つ
い
て
も
、
吉
野
芳
恵
・
脇
田
晴
子
・
湯
川
敏
治
・
松
薗
斉
の
研
究

）
29
（

に
よ
っ
て
職
掌
や
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
の
検

討
を
通
じ
て
文
学
分
野
か
ら
付
け
加
え
る
な
ら
、
勾
当
内
侍
と
は
、
そ
の
職
掌
や
立
場
か
ら
当
代
を
代
表
す
る
能
書
家
・
知
識
人
で
あ
る

と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
当
時
の
文
学
ま
た
は
書
の
分
野
に
お
い
て
女
性
が
登
場
す
る
時
に
、
伝
承
作
者
・
筆
者
と
し
て
名
が
挙
が
る

存
在
だ
っ
た
。
後
宮
女
官
と
し
て
は
勾
当
内
侍
よ
り
上
位
の
官
職
に
上
臈
や
大
納
言
典
侍
が
あ
っ
て
も
、
彼
女
た
ち
で
は
な
く
「
勾
当
内

侍
」
が
伝
承
作
者
・
伝
承
筆
者
と
し
て
た
び
た
び
登
場
す
る
の
は
、
春
子
・
済
子
の
個
人
的
な
能
力
・
学
識
も
無
論
あ
る
が
、
「
勾
当
内
侍
」

と
い
う
職
が
喚
起
さ
せ
る
才
女
の
イ
メ
ー
ジ
も
大
い
に
働
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
室
町
時
代
末
期
の
朝
廷
に
お
け
る
後
宮
女
官
の
文
学
活
動
を
考
え
る
上
で
、
具
体
的
に
名
が
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
文
学
作
品

の
書
写
で
あ
る

）
30
（

。
換
言
す
れ
ば
、
後
柏
原
天
皇
期
以
後
の
後
宮
女
性
は
、
当
該
期
の
女
性
知
識
人
の
代
表
で
あ
る
卿
内
侍
・
姉
小
路
済
子

で
さ
え
、
文
学
作
品
の
書
写
の
上
に
し
か
具
体
的
な
活
動
を
辿
れ
な
い
の
が
実
情
だ
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
以
外
に
も
、
卿
内
侍
の
書
写

本
や
筆
跡
資
料
は
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
資
料
の
博
捜
は
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
紹
介

し
検
討
し
た
。
今
後
は
①
『
古
今
和
歌
集
』
の
筆
跡
を
基
準
と
し
て
済
子
の
筆
跡
を
判
断
し
、
そ
の
書
写
活
動
を
実
物
に
即
し
て
検
討
し

て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

引
用
本
文
は
、
以
下
に
依
る
。
『
実
隆
公
記
』
…
続
群
書
類
従
刊
行
会
太
洋
会
、
『
二
水
記
』
…
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
）
、
『
再

昌
草
』
…
新
編
私
家
集
大
成
（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
、
『
看
聞
御
記
』
『
禁
秘
抄
』
『
明
翰
抄
』
…
群
書
類
従
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注（
1
） 
井
上
宗
雄
「
室
町
期
の
女
流
作
家
」
（
『
日
本
女
流
文
学
史 

古
代
・
中
世
篇
』
〈
同
文
書
院
、
一
九
六
九
年
〉
所
収
）

（
2
） 
女
性
作
品
と
し
て
『
慈
照
院
准
后
御
集
』
（
一
四
九
〇
年
成
立
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
慈
照
院
准
后
は
足
利
義
政
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
誤
認
で

あ
る
。

（
3
） 

拙
稿
「
室
町
時
代
の
女
性
歌
人
た
ち
」
（
『
中
世
文
学
』
60
、
二
〇
一
五
年
六
月
）
。
以
下
、
「
前
稿
」
と
は
こ
の
論
文
を
指
す
。

（
4
） 

坂
内
泰
子
「
近
世
和
歌
御
会
に
お
け
る
女
性
の
詠
進
復
活
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
66
│
3
、
一
九
八
九
年
三
月
）

（
5
） 

武
井
和
人
『
中
世
和
歌
の
文
献
学
的
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
八
九
年
）
第
4
章
第
1
節
「
私
家
集
末
尾
に
勅
撰
集
に
よ
る
補
遺
を
加
へ
る
と
い
ふ

こ
と

―
勅
撰
集
の
終
焉

―
」

（
6
） 

井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究 
室
町
後
期
』
（
明
治
書
院
、
初
版
・
一
九
六
一
年
、
改
訂
新
版
・
一
九
八
四
年
）
第
三
章
5
「
公
家
歌
人
」
二
四
九

頁

（
7
） 

濱
口
博
章
「
キ
ヤ
ウ
内
侍
歌
歟
」
（
『
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
19
・
20
、
一
九
六
五
年
一
二
月
）
、
井
上
宗
雄
「
女
流
文
学
の
衰
退
と
「
キ
ャ
ウ
内
侍
歌

歟
」
」
（
『
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
44
、
一
九
七
二
年
二
月
）

（
8
） 

注
（
1
）
井
上
論
文
参
照

（
9
） 

吉
野
芳
恵
「
室
町
時
代
の
禁
裏
の
女
房

―
勾
当
内
侍
を
中
心
と
し
て

―
」
（
『
國
學
院
大
学
大
学
院
紀
要
（
文
学
研
究
科
）
』
13
、
一
九
八
一
年
）
、

脇
田
晴
子
『
中
世
女
性
史
の
研
究

―
性
別
役
割
分
担
と
母
性
・
家
政
・
性
愛

―
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
第
3
章
「
中
世
女
性
の

役
割
分
担

―
勾
当
内
侍
・
販
女
・
勧
進
比
丘
尼

―
」

（
10
） 

松
薗
斉
『
中
世
禁
裏
女
房
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
第
一
部
第
一
章
三
「
勾
当
内
侍

―
そ
の
成
立
に
つ
い
て

―
」

（
11
） 

奥
野
高
廣
『
皇
室
御
経
済
史
の
研
究
』
（
畝
傍
書
房
、
一
九
三
二
年
）
第
四
章
「
室
町
時
代
の
皇
室
御
経
済
運
用
機
関
」

（
12
） 

注
（
9
）
吉
野
論
文

（
13
） 

注
（
10
）
松
薗
著
書
第
一
部
第
五
章
二
（
三
）
「
内
侍
」
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（
14
） 

注
（
10
）
松
薗
著
書
第
一
部
第
五
章
二
（
三
）
「
内
侍
」

（
15
） 
注
（
6
）
井
上
著
書
第
二
章
5
「
公
家
歌
人
」
一
五
六
～
七
頁

（
16
） 
宮
川
葉
子
『
三
条
西
実
隆
と
古
典
学
』
（
風
間
書
房
、
初
版
・
一
九
九
五
年
、
改
訂
新
版
・
一
九
九
九
年
）
第
二
部
第
四
章
第
三
節
「
古
典
籍
へ
の
広

が
り
」

（
17
） 

ち
な
み
に
注
（
6
）
井
上
著
書
一
五
七
頁
は
「
実
隆
記
同
日
の
条
に
よ
る
と
「
内
侍
所
望
色
帋
哥
後
拾
遺

哥
書
之
卅
六
枚
染
筆
」
と
あ
り
、
卿
内
侍
の
染
筆
所
望

に
応
え
る
と
共
に
、
こ
ち
ら
側
の
望
み
を
催
促
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
記
す
が
、
『
実
隆
公
記
』
に
よ
る
と
「
内
府
所
望
」
と
な
っ
て
お
り
、
内
大
臣

は
三
条
実
香
で
あ
る
。

（
18
） 

芳
賀
幸
四
郎
『
東
山
文
化
の
研
究
』
（
河
出
書
房
、
一
九
四
五
年
）
所
収
「
公
家
社
会
の
教
養
と
世
界
観

│
室
町
中
期
に
お
け
る
古
典
主
義
運
動
の

展
開

│
」
、
『
桂
宮
叢
書 

第
十
五
巻
』
（
養
徳
社
、
初
版
・
一
九
五
〇
年
、
増
訂
再
版
・
一
九
五
七
年
）
山
岸
徳
平
「
と
は
す
が
た
り
解
題
」

（
19
） 

松
本
寧
至
『
と
は
ず
が
た
り
の
研
究
』
（
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
）
第
四
章
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
伝
本
考
」

（
20
） 

益
田
宗
「
水
鏡

―
異
本
系
諸
本
の
成
立

―
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
36
―
9
、
一
九
五
九
年
九
月
）
。
同
論
文
に
よ
る
と
、
桂
宮
本
の
奥
書
に
「
此

水
鏡
申
二
請
大
慈
光
院
南
御
所
御
本
一
妙
善
院
殿

御
物
也　

、
借
二
卿
掌
侍
故
中
納
言

基
綱
卿
女
筆
一、
令
二
書
写
一。
可
三
秘
二
蔵
之
一。
／
永
正
第
九
後
四
月
十
六
日　

古
槐
散
木
判

／
一
反

読
合
直
二
付
不
体
一
可
二
勘
決
一
而
巳
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
⑤
の
督
促
の
直
後
に
済
子
は
書
写
を
終
え
た
ら
し
い
。

（
21
） 

管
見
に
入
っ
た
「
後
柏
原
院
内
侍
」
、
そ
し
て
参
考
ま
で
に
「
後
柏
原
院
勾
当
内
侍
」
を
伝
承
筆
者
と
す
る
資
料
を
挙
げ
る
（
後
奈
良
院
勾
当
内
侍
筆

の
資
料
は
管
見
に
入
ら
な
い
）
。

 

　

1
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
『
伊
勢
物
語
』
（

913
・
32
／
イ
9
）

 

　

2
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
『
伊
勢
物
語
』
（

913
・
32
／
イ
33
）

 

　

3
、
佐
々
木
勇
蔵
蔵
「
伝
後
柏
原
院
勾
当
内
侍
」
短
冊

 

　

4
、
伝
後
柏
原
院
内
侍
筆
白
描
住
吉
物
語
絵
断
簡
（
個
人
蔵
）

 

1
は
『
天
理
図
書
館
稀
書
目
録
』
に
「
な
ほ
別
に
題
簽
を
添
へ
「
伊
勢
物
語
後
柏
原
院
内
侍　

外
題
烏
丸
光
廣
卿
」
な
る
牛
庵
の
極
札
あ
り
」
と
あ
る
が
、
現
在
、
極
札
は
付



26

さ
れ
て
お
ら
ず
、
確
認
で
き
な
い
。
天
理
図
書
館
に
よ
る
と
、
紛
失
の
可
能
性
が
高
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

 
2
は
前
遊
紙
表
に
「
後
柏
原
院
勾
当
内
侍
」
の
紙
片
を
貼
付
す
る
。

 
3
は
『
短
冊
優
品
展
Ⅰ

―
中
世
か
ら
江
戸
初
期

―
』
（
岸
和
田
市
立
郷
土
資
料
館
、
二
〇
〇
一
年
）
に
Ｃ
43
と
し
て
写
真
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

「
ま
た
も
こ
ん
春
は
久
し
き
枝
の
花
ち
る
と
も
し
は
し
か
は
か
り
の
こ
せ
」
の
一
首
を
記
し
た
打
曇
の
短
冊
一
枚
で
あ
る
。
短
冊
に
作
者
名
は
記
さ
れ

て
い
な
い
。

 

4
「
白
描
住
吉
物
語
絵
断
簡
」
は
、
『
秋
の
特
別
展　

国
文
学
と
古
筆
』
図
録
（
春
日
井
市
道
風
記
念
館
、
二
〇
〇
四
年
）
所
収
の
断
簡
で
あ
る
。

（
22
） 

小
松
茂
美
『
日
本
書
流
全
史 

上
』
（
講
談
社
、
一
九
七
〇
年
）
Ⅷ
8
「
女
筆
」
は
、
室
町
時
代
の
女
筆
の
特
色
と
し
て
女
房
奉
書
を
挙
げ
て
い
る
。

（
23
） 

口
頭
発
表
の
際
、
幾
浦
裕
之
氏
か
ら
ご
教
示
を
受
け
た
。

（
24
） 

長
澤
美
津
『
女
人
和
歌
大
系 
第
四
巻
』
（
風
間
書
房
、
一
九
七
二
年
）
第
三
篇
「
女
性
歌
の
断
層
」

（
25
） 

四
辻
春
子
の
筆
跡
資
料
に
つ
い
て
は
、
石
澤
一
志
が
「
文
明
十
二
年
九
月
着
到
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
（
和
歌
文
学
会
第
一
二
一
回
関
西
例
会
、

二
〇
一
六
年
七
月
九
日
於
奈
良
大
学
）
・
「
室
町
後
期
の
女
房
歌
人
の
筆
跡

―
「
旧
院
上
臈
」
と
「
勾
当
内
侍
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
二
〇
一
七
年
度
中

世
文
学
会
秋
季
大
会
、
二
〇
一
七
年
十
一
月
五
日
於
和
歌
山
大
学
）
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
。

（
26
） 

市
古
貞
次
『
未
刊
中
世
小
説
解
題
』
（
樂
浪
書
院
、
一
九
三
二
年
）
は
四
辻
春
子
が
作
者
で
あ
る
と
す
る
が
、
伊
藤
千
世
「
『
は
に
ふ
の
物
語
』
に
つ

い
て
」
（
『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
19
、
一
九
九
六
年
三
月
）
は
春
子
作
者
説
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

（
27
） 

宮
川
葉
子
『
源
氏
物
語
受
容
の
諸
相
』
（
青
簡
舎
、
二
〇
一
一
年
）
所
収
「
白
描
源
氏
物
語
絵
巻

―
後
土
御
門
院
勾
当
内
侍
筆
」

（
28
） 

二
〇
〇
〇
年
代
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
主
な
研
究
書
を
挙
げ
る
と
、
注
（
10
）
松
薗
著
書
、
神
田
裕
理
『
宮
廷
女
性
の
戦
国
史
』
（
山
川
出
版
社
、

二
〇
二
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
29
） 

注
（
9
）
吉
野
論
文
、
注
（
9
）
脇
田
著
書
、
湯
川
敏
治
「
戦
国
期
の
女
官
と
女
房
奉
書

―
『
守
光
公
記
』
に
見
る
長
橋
局
を
中
心
に

―
」
（
『
女

性
史
学
』
15
、
二
〇
〇
五
年
）
、
注
（
10
）
松
薗
著
書

（
30
） 

な
お
、
管
見
に
入
っ
た
後
宮
女
官
に
よ
る
書
写
本
に
、
第
二
節
に
挙
げ
た
新
内
侍
・
高
倉
茂
子
（
冷
泉
為
孝
女
）
筆
の
『
伊
勢
物
語
』
が
あ
る
。
天
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理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
（

913
・
32
―
イ
2
）
で
、
左
記
の
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
公
条
奥
書
を
持
つ
。

 
　

此
物
語
新
内
侍
［
冷
泉
前
中
納
言
為
孝
卿
息
女
］
筆
跡
也
。
於
伝
并
勘
物
者
西
室
僧
正
［
公
順
］
筆
也
。
尤
可
レ

為
二
奇
珍
一
一
見
之
次
聊
記
レ

之
。

 

　
　

天
文
十
二
年
孟
秋
上
澣
右
大
臣
花
押

 

な
お
、
伝
と
勘
物
を
書
い
た
西
室
僧
正
・
公
順
は
、
公
条
の
兄
に
あ
た
る
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
卿
内
侍
（
姉
小
路
済
子
）
の
筆
蹟
資
料

―
陽
明
文
庫
藏
「
後
柏
原
院
宸
筆
其
外
寄
合
書
『
源

氏
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て

―
」
（
二
〇
二
二
年
五
月
二
十
八
日
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
の
前
半
に
基
づ
い
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
で
貴
重
な

ご
意
見
・
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
本
学
教
授
）


